
〇来て おのまち住宅取得支援事業補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、少子化の影響などで人口減少が続いている中、地域の活力に資する

移住・定住人口の拡大を図るため、補助事業の対象者に対し、予算の範囲内において、

小野町補助金等の交付等に関する規則（昭和 48年小野町規則第２号。以下「規則」と

いう。）に基づき補助金等を交付することについて必要な事項を定めるものとする。  

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。  

(1) 移住者 転入の日から対象住宅に入居した日までの期間が１年未満の者、かつ、転入

の日前３年において町内に住所を有していなかった者をいう。  

(2) 定住 ５年以上継続的に居住する意思を持って町に居住することをいう。  

(3) 定住者 第１号に規定する移住者以外に、本町に住所を有する者のうち、定住しよう 

とする者をいう。  

(4) 住宅 居室、専用の台所、浴室、トイレ及び玄関を有し、人の居住の用に供する建物

をいう。ただし、第５条第２項に該当する場合については、福島県が定める来て ふく

しま住宅取得支援事業実施要綱第３条に規定する住宅をいう。 

(5) 新築 住宅が建っていない敷地、若しくは建築物を除去した後更地となった状態の敷

地に建築基準法（昭和 25年法律第 201号）その他関係法令において適法な住宅を建て

ることをいい、当該住宅の不動産登記法（平成 16年法律第 123号）第 27条第１項に規

定する建物の表示に関する登記原因が新築で、かつ、登記時点でまだ人の居住の用に供

したことのない住宅をいう。  

(6)中古住宅 過去に人の住居の用に供された住宅をいう。ただし、当該住宅の前所有者が

申請者の第三等親以内の親族である場合を除く。 

(7)取得 自己の居住の用に供するための住宅を新築、又は新築建売住宅若しくは中古住  

宅を購入し、不動産登記法第３条第１項第１号の所有権保存登記を完了したものをい

う。 

(8)町内業者 町内に事業所を有する住宅建設関連事業者で、かつ、建設業法（昭和24年法

律第100号）に基づく建設業の許可を受けた法人又は個人事業者をいう。 

（補助対象事業）  

第３条 補助金の交付対象となる事業は、移住者住宅取得支援補助事業、移住者中古住宅

取得支援補助事業、若者住宅取得促進補助事業及び若者中古住宅取得促進補助事業（以

下「補助対象事業」という。）とする。 

（補助対象者）  

第４条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する移住者又は定住者をいい、予算の



範囲内において補助金を交付する。  

(1) 新規取得した住宅の所有者であること。  

(2) 補助対象者及び同居する世帯員が、対象住宅の所在地に住民登録をしていること。  

(3) 補助対象者及び同居する世帯員に、市町村税等の滞納がないこと。  

(4) 補助金交付後、対象住宅にて定住すること。  

(5) 対象住宅に２人以上の補助対象者がある場合は、補助金の交付を申請することができ

る者は、そのうち１人とする。  

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない  

ものとする。  

(1) 所有する住宅が公共事業のため収用され、当該収用に伴い新築住宅を取得した者。 

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77条）第２条第１

項第６号に規定する暴力団員または小野町暴力団排除条例第２条第１項第３号に定める

暴力団員等。 

(3) 過去に対象住宅の取得について、この要綱を含めた小野町の制度により補助金の交付

を受けた者。 

（補助金交付額） 

第５条 補助金の交付額は、別表１のとおりとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、補助対象者が福島県の定める県外移住者で来て ふくしま

住宅取得支援事業実施要綱及び来て ふくしま住宅取得支援事業補助金交付要綱に該当

する場合は、前項の額に同要綱に規定する額を加算した額を交付額とする。 

（対象となる経費） 

第６条 補助の対象となる経費は、対象住宅の取得に要した経費とし、次の経費を除いた

ものとする。 

(1) 土地取得費 

(2) 外構工事等に要する経費 

(3) 併用住宅における住宅部分以外に係る経費 

（補助金の交付申請） 

第７条 当該補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、対象住宅

に入居してから１年以内に、来て おのまち住宅取得支援事業補助金交付申請書兼実績

報告書（様式第１号。以下「交付申請書等」という。）に別表２に掲げる書類を添え

て、町長に提出するものとする。 

（補助金の交付決定及び額の確定）  

第８条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請を受けたときは、当該交付申請書等

の内容を審査及び調査し、補助金交付の適否及び補助金額を判断し、来て おのまち住

宅取得支援事業補助金交付（不交付）決定書兼確定通知書（様式第３号）により申請者

に通知するものとする。  



（補助金の交付請求）  

第９条 前条の規定による交付決定の通知を受けた者（以下「交付決定者」という。）

は、速やかに来て おのまち住宅取得支援事業補助金交付請求書（様式第４号）を町長

に提出するものとする。  

（交付決定の取消及び補助金の返還）  

第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定

を取り消すものとする。  

(1) 対象住宅に入居した日から５年以内において、居住の本拠を他の市区町村等に移すこ

とになったとき、又は当該対象住宅を他人に譲渡、目的に反した使用、交換、貸付をし

たとき。  

(2) 偽りやその他不正の手段により補助金の交付決定を取り消すべき事由があったと認め

たとき。  

(3) 前２号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認

めたとき。  

２ 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合には、速やかに来て 

おのまち住宅取得支援事業補助金交付決定取消通知書（様式第５号）により交付決定者

に通知するものとする。  

３ 第１項の規定により補助金の交付の決定を取り消された交付決定者が既に補助金の交

付を受けているときは、来て おのまち住宅取得支援事業補助金返還命令書（様式第６

号）を通知し、期限を定めて返還を命ずることができる。 

（報告及び調査）  

第11条 町長は、必要があると認めるときは、交付決定者から報告又は書類の提出を求

め、担当職員に調査を行わせることができる。  

（その他）  

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。  

附 則 

（施行期日）  

この要綱は、令和４年４月１日から施行し、この要綱の施行後に対象住宅を取得した者

に適用する。  

 

 

 

 

 

 

 



別表１ 

補助対象者 補助対象事業 区分 要件 補助金額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

移住者 

移住者住宅取

得支援補助事

業 

基本額 新築住宅又は新築建売住宅

購入費用 

30万円 

 

 

 

 

 

 

加算額 

移住者年齢要件加算 

39歳以下の単身世帯（単身

赴任は除く。）若しくは夫

婦の年齢が共に39歳以下の

世帯 

10万円 

町内業者利用加算 

町内の業者により住宅を建

築する場合 

10万円 

子育て加算 

交付決定者が対象住宅に入

居した日において、義務教

育を修了していない子を養

育している場合 

10万円分の町内

で使用可能な商

品券 

移住者中古住

宅取得支援補

助事業 

基本額 中古住宅の購入費用 15万円 

 

 

 

 

 

加算額 

移住者年齢要件加算 

39歳以下の単身世帯（単身

赴任は除く。）若しくは夫

婦の年齢が共に39歳以下の

世帯 

10万円 

子育て加算 

交付決定者が対象住宅に入

居した日において、義務教

育を修了していない子を養

育している場合 

10万円分の町内

で使用可能な商

品券 

 

 

 

定住者 

 

 

 

 

若者住宅取得

促進補助事業 

 

 

基本額 

交付決定者は39歳以下の単

身世帯（単身赴任は除

く。）若しくは夫婦の年齢

が共に39歳以下の世帯の新

築住宅又は新築建売住宅の

購入費用 

 

 

30万円 



 

 

 

 

定住者 

 

 

 

加算額 

町内業者利用加算 

町内の業者により住宅を建

築する場合 

10万円 

子育て加算 

交付決定者が対象住宅に入

居した日において、義務教

育を修了していない子を養

育している場合 

10万円分の町内

で使用可能な商

品券 

若者中古住宅

取得促進補助

事業 

基本額 交付決定者は39歳以下の単

身世帯（単身赴任は除

く。）若しくは夫婦の年齢

が共に39歳以下の世帯の中

古住宅の購入費用 

15万円 

加算額 子育て加算 

交付決定者が対象住宅に入

居した日において、義務教

育を修了していない子を養

育している場合 

10万円分の町内

で使用可能な商

品券 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表２ 

補助対象事業 提出書類 

移住者住宅取得支援補助事業 世帯全員の住民票の写し 

申請者及び世帯員が転入した者であることを

証明する書類（戸籍の附票の写し又は前住所

地の住民票除票の写し等） 

誓約書（様式第２号） 

世帯全員分の市町村税の納税証明書（納付す

べき税がない場合には非課税証明書） 

対象住宅の登記事項証明書 

対象住宅の図面及び竣工写真 

対象住宅の請負契約書又は売買契約書の写し

（土地代を含む場合は対象住宅と土地それぞ

れの金額が分かる書類） 

その他町長が必要と認める書類 

移住者中古住宅取得支援補助事業 

 

 

 

 

世帯全員の住民票の写し 

申請者及び世帯員が転入した者であることを

証明する書類（戸籍の附票の写し、又は前住

所地の住民票除票の写し等） 

誓約書（様式第２号） 

世帯全員分の市町村税の納税証明書（納付す

べき税がない場合には非課税証明書） 

 対象住宅の登記事項証明書 

対象住宅の写真 

対象住宅の売買契約書の写し 

その他町長が必要と認める書類 

若者住宅取得促進補助事業 世帯全員の住民票の写し 

誓約書（様式第２号） 

世帯全員分の市町村税の納税証明書（納付す

べき税がない場合には非課税証明書） 

対象住宅の登記事項証明書 

対象住宅の図面及び竣工写真 

対象住宅の請負契約書又は売買契約書の写し 

その他町長が必要と認める書類 

 



若者中古住宅取得促進補助事業 世帯全員の住民票の写し 

誓約書（様式第２号） 

世帯全員分の市町村税の納税証明書（納付

すべき税がない場合には非課税証明書） 

対象住宅の登記事項証明書 

対象住宅の写真 

対象住宅の売買契約書の写し 

その他町長が必要と認める書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第７条関係） 

 

来て おのまち住宅取得支援事業補助金交付申請書兼実績報告書 

年  月  日 

小野町長 様 

申請者 住所 

氏名 

電話 

来て おのまち住宅取得支援事業補助金の交付を受けたいので、次のとおり関係書類を

添えて申請及び実績報告します。 

交付申請額                             円 

 内 訳 基本額 □新築住宅     円   □中古住宅     円 

□移住者年齢要件加算                  円 

□町内業者利用加算                   円 

□子育て加算                      円 

□来て ふくしま住宅取得支援事業加算          円 

前住所地 

※移住者加算の場合に記

入 

 

世

帯

員

の

状

況 

氏  名 生 年 月 日 年 齢 続 柄 備  考 

     

     

     

     

     

     

対

象

住

宅 

契約年月日     年   月    日 

取得年月日     年   月    日 

入居年月日     年   月    日 

取得額                             円 

備 考 

 

 

※添付書類 

 世帯全員分の住民票の写し、誓約書（様式第２号）、世帯全員分の納税証明書、対象住宅の登記事項証

明書、対象住宅の図面（新築の場合）及び写真、対象住宅の請負契約書又は売買契約書の写し、戸籍の附

票の写し又は前住所地の住民票除票の写し等（移住者加算のある場合） 



様式第２号（第７条関係） 

 

誓 約 書 

 

 私は、小野町の町民として、定住の意思をもって居住することを誓います。 

 なお、来て おのまち住宅取得支援事業補助金交付要綱第10条第１項各号のいずれかに

該当になったときは、同条第３項の規定に基づき補助金の全部又は一部を返還します。 

 

 

    年    月    日 

 

                 申請者 住 所 小野町大字 

 

                     氏 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第３号（第８条関係） 

 

 小野町指令 第   号 

年  月  日 

 

         様 

小野町長     

 

来ておのまち住宅取得支援事業補助金交付（不交付）決定書兼確定通知書 

 

     年  月  日付けで交付申請及び実績報告のあった来て おのまち住宅取得

支援事業補助金について、来て おのまち住宅取得支援事業補助金交付要綱第７条の規

定により、下記のとおり交付を決定し、補助金の額を確定したので通知します。 

 

記 

 

 

補助金の額               円 

 

 

※ 補助金の交付決定の取消しと返還命令について 

来て おのまち住宅取得支援事業補助金交付要綱第 10 条第１項各号のいずれかに該

当することとなった場合には、補助金の交付決定を取り消すことがあります。また、交

付決定が取り消された場合には、同条第３項の規定により補助金の返還を求めること

があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第４号（第９条関係） 

 

来て おのまち住宅取得支援事業補助金交付請求書 

 

年  月  日 

小野町長       様 

 

住 所 

氏 名 

 

年   月   日付け小野町指令 第  号で交付決定のあった

来て おのまち住宅取得支援事業補助金について、下記のとおり請求します。 

 

記 

 

１ 補助金交付決定額             円 

 

２ 補助金請求額              円 

 

３ 振込指定口座等 

金融機関名         

支店名   

預金種目 普通・当座 

口座番号  

フリガナ 

口座名義 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第５号（第 10条関係） 

 

来て おのまち住宅取得支援事業補助金交付決定取消通知書 

 

年  月  日 

 

       様 

 

小野町長        

 

      年   月   日付け小野町指令 第  号で交付決定した来て おのま

ち住宅取得支援事業補助金について、下記のとおり交付決定を取り消すことに決定したの

で通知します。 

 

記 

 

 １ 補助金交付決定額               円 

 

 

 ２ 取り消しの理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第６号（第 10条関係） 

 

来て おのまち住宅取得支援事業補助金返還命令書 

 

年    月    日 

 

         様 

 

                             小野町長 

 

      年   月   日付け小野町指令 第  号で交付決定した来て おのま

ち住宅取得支援事業補助金について、来て おのまち住宅取得支援事業補助金交付要綱第

10条第３項の規定により、下記のとおり返還することを命じます。 

 

記 

 

１ 補助金交付額             円 

 

２ 返還額                円 

 

３ 返還期限         年  月  日 


